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        たかば保育園長 
        清心保育園長 

 
保育園での投薬について 

 
 保育園での園児への投薬は、原則としてできないことになっており

ますが、保護者の方が日中投薬できない為、やむを得ず保育園の方で

薬を預かり、看護師又は、保育士が投薬致しております。しかし、昼

食後は一番忙しい時間帯で誤飲等の危険もありますので、どうしても

一日三回服用しなければならない薬のみお預かり致します。 
どうしても保育園の方で投薬しなければならない薬がある場合は、

薬と共に、書類を提出して頂きます。薬は医師が処方したものに限り

ますので、処方内容が明記されている用紙をコピーし添付して頂きま

す。（調剤薬局で頂く『薬の説明書』等で結構です） 
外用薬、点眼薬の場合も同様です。 

※風邪薬につきましては、園では基本的にお預かり致しません。 
※処方内容を証明できる用紙が無い場合は、医師からの投薬指示書を 
 提出して頂きます。 
※医師が処方した薬以外の薬（市販薬等）はお預かり出来ません。 
 
 
 

            投薬依頼書 
 

           保護者名            ㊞ 
 
 保育園での（内服・外用薬の塗布・点眼）を依頼します。 
 
氏名               

 
病名      処方された医療機関名 

 
投薬期間 平成   年  月  日～   月  日           

 
投薬時間 
 
 
処方内容が明記されている用紙のコピーを裏面に添付してください。 

認定の変更について

認定変更届
令和　　年　　月　　日

組・園児名

下記の通り、認定の変更を豊中市に届出いたします。

保護者各位

認定こども園
　蛍池文化幼稚園　様

認定こども園 蛍池文化幼稚園

変更予定日　　令和　  　　年　 　　月　 　　日 より変更

生 年 月 日　　平成・令和　  　　年　 　　月　 　　日 

認 定 変 更　　□1号認定から→２号認定へ

　　　　　　　□2号認定から→1号認定へ

保護者氏名

　平素は、幼稚園の教育・保育活動にご協力頂きありがとうございます。
認定の変更につきまして、お伝えします。
　現在の１号認定から２号認定、２号認定から１号認定への変更に関しましては、
変更を希望する前月の５日までに、市役所又は園に変更の届け出を行い、園と
協議した上で豊中市こども未来部が決定しますが、園の方に連絡が来ない場合
があります。
　その場合、変更する先の認定の定員に空きがないと変更できない場合があります
ので、変更される場合は下記の用紙にご記入頂き、必ず市役所に認定の変更を
届ける前に幼稚園にご提出くださいますようお願いいたします。

　※兄弟姉妹同時の場合は、１人につき１枚ご提出ください。
　※この書類はウエブサイトでもダウンロードできます。

きりとり

（変更する方にチェックして下さい）


